
　（令和5年告示第260号）
Ｎｏ．1

（１） （２） （３） （４）

　次の写真を付して、「プリンセ
ス ボンバー 2nd」の名称で販売
される製品であって、その内容
物が液体のもの。

　次の写真を付して、「Bitch
Vaginal」の名称で販売される製
品であって、その内容物が液体
のもの。

　次の写真に示すとおり、「SEX
SHOT」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

　次の写真を付して、「ゴメオ ク
ラック」の名称で販売される製品
であって、その内容物が液体の
もの。

（５） （６） （７） （８）

　次の写真に示すとおり、「極丸
アナル」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「潮吹
きラッシュ」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「GAY
CRASH」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「CRAZY CYBER」と表示のある
製品であって、その内容物が液
体のもの。

（９） （１０） （１１） （１２）

　次の写真に示すとおり、
「FANKY JUICE」と表示のある
製品であって、その内容物が液
体のもの。

　次の写真を付して、「THE
THIRD ONE」の名称で販売さ
れる製品であって、その内容物
が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「G-
ZERO 1」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「SEX
NIGHT Wizarding Halloween」と
表示のある製品であって、その
内容物が粉末のもの。

（１３） （１４） （１５） （１６）

　次の写真を付して、「CHILL
weed time」の名称で販売される
製品であって、その内容物が植
物片のもの。

　次の写真に示すとおり、
「GAY POWER」と表示のある
製品であって、その内容物が
液体のもの。

　次の写真を付して、「ICE
Stryker 7」の名称で販売される
製品であって、その内容物が粉
末のもの。

　次の写真に示すとおり、
「ORGASM BURST」と表示のあ
る製品であって、その内容物が
植物片のもの。
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　（令和5年告示第260号）
Ｎｏ．2

（１７） （１８） （１９） （２０）

　次の写真に示すとおり、「Ultra
Beast PLATINUM」と表示のある
製品であって、その内容物が液
体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「No.69」と表示のある製品
であって、その内容物が液体
のもの。

　次の写真を付して、「Violence
SEX」の名称で販売される製品
であって、その内容物が固体の
もの。

　次の写真に示すとおり、「Gay
Dynamite」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

（２１） （２２） （２３） （２４）

　次の写真に示すとおり、「Gold
Ecstasy」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のも
の。

　次の写真に示すとおり、「アナ
ルホッパー」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「ゴメ
オキング」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「ゴメ
オスピード」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

（２５） （２６） （２７） （２８）

　次の写真に示すとおり、「魔濡
ラッシュ」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「緑
淫」と表示のある製品であって、
その内容物が植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、
「FREE」と表示のある製品で
あって、その内容物が固形状の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「INSERT XI」と表示のある製品
であって、その内容物が液体の
もの。

（２９） （３０） （３１） （３２）

　次の写真に示すとおり、
「PUSH UP」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「213BOOT」と表示のある製品
であって、その内容物が植物片
のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Atomics」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「GAMBLER KING」と表示のあ
る製品であって、その内容物が
固体のもの。
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　（令和5年告示第260号）
NO.3

（３３） （３４） （３５） （３６）

　次の写真に示すとおり、
「HYPER CLIMBER」と表示のあ
る製品であって、その内容物が
粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、
「ANAL THE FUCKER」と表示
のある製品であって、その内容
物が液体のもの。

　次の写真を付して、「A Petting
Dope」の名称で販売される製品
であって、その内容物が植物片
のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Anarchy」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

（３７） （３８） （３９） （４０）

　次の写真に示すとおり、「Free
Feel」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「GOLD ED」と表示のある製品
であって、その内容物が固形状
のもの。

　次の写真を付して、「PINK
CAT」の名称で販売される製品
であって、その内容物が植物片
のもの。

　次の写真に示すとおり、
「PORN ONE」と表示のある製品
であって、その内容物が粉末の
もの。

（４１） （４２） （４３） （４４）

　次の写真に示すとおり、
「RETRO FUTURE」と表示のあ
る製品であって、その内容物が
粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、「Splash
Love」と表示のある製品であって、そ
の内容物が液体のもの。

　次の写真を付して、「Sweet cat」の
名称で販売される製品であって、そ
の内容物が液体のもの。

　次の写真を付して、「ULTIMATE
BRAIN FEVER」の名称で販売される
製品であって、その内容物が液体の
もの。

（４５） （４６） （４７） （４８）

　次の写真に示すとおり、「Wild
Hunter」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Meltdown」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真を付して、「MEXICAN
STRONG」の名称で販売される製品
であって、その内容物が粉末のも
の。

　次の写真を付して、「Spice Neo」の
名称で販売される製品であって、そ
の内容物が液体のもの。
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NO.4

（４９） （５０） （５１） （５２）

　次の写真を付して、「ハイクラスパウ
ダー」の名称で販売される製品で
あって、その内容物が粉末のもの。

　次の写真を付して、「ブラックボック
ス」の名称で販売される製品であっ
て、その内容物が粉末のもの。

　次の写真を付して、「ホワイトラブ」
の名称で販売される製品であって、
その内容物が液体のもの。

　次の写真を付して、「烈火の快
楽」の名称で販売される製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

（５３） （５４） （５５） （５６）

　次の写真に示すとおり、
「nakadas」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「NIGHT CAT VI」と表示のある
製品であって、その内容物が粉
末のもの。

　次の写真に示すとおり、
「violated STAR」と表示のある製
品であって、その内容物が粉末
のもの。

　次の写真を付して、「Xross
ZONE Imperial」の名称で販売さ
れる製品であって、その内容物
が植物片のもの。

（５７） （５８） （５９） （６０）

　次の写真に示すとおり、「ガ
ンッ！ボリっく！」と表示のある
製品であって、その内容物が粉
末のもの。

　次の写真を付して、「ゴリタチ」
の名称で販売される製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「ネコ
慈裸師」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真を付して、「ハニート
ラップ ゴールドマジック」の名称
で販売される製品であって、そ
の内容物が液体のもの。

（６１）

　次の写真に示すとおり、
「Requiem」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のも
の。

　（令和5年告示第260号）


